
広 報 か い づ か(7)　第963号 令和2年2月

　　

柔
道
整
復
・
は
り

　

き
ゅ
う
・
あ
ん
ま
な
ど

　

正
し
い
か
か
り
方

　

保
険
が
使
え
る
場
合
と
使
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
が
使
え
な
い
場
合
は
、

全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
柔
道
整
復

使
え
る
場
合
　
外
傷
性
の
骨

折
・
脱
臼
・
打
撲
や
ね
ん
ざ
な

ど
。

※
骨
折
・
脱
臼
は
、
応
急
手
当

を
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か

じ
め
医
師
の
同
意
が
必
要
で
す
。

単
な
る
肩
こ
り
や
筋
肉
疲
労
な

ど
に
は
使
え
ま
せ
ん
。

●
は
り
・
き
ゅ
う
・
あ
ん
ま

マ
ッ
サ
ー
ジ

　

い
ず
れ
も
、
医
師
の
同
意
書

ま
た
は
診
断
書
の
提
出
が
条
件

で
す
。

使
え
る
場
合
　
①
は
り
・
き
ゅ

う　

神
経
痛
・
五
十
肩
・
リ
ウ

マ
チ
・
頸
腕
症
候
群
・
腰
痛

症
・
頸
椎
捻
挫
後
遺
症
・
そ
の

他
慢
性
的
な
疼
痛
を
主
症
と
す

る
疾
患
な
ど

②
あ
ん
ま
マ
ッ
サ
ー
ジ　

関
節

拘
縮
・
筋
麻
痺
な
ど

※
医
師
の
同
意
書
が
な
い
・
単

に
疲
労
回
復
や
慰
安
を
目
的
と

し
た
も
の
な
ど
・
保
険
医
療
機

関
で
同
一
疾
患
の
治
療
を
受
け

て
い
る
場
合(

は
り
・
き
ゅ
う)

は
使
え
ま
せ
ん
。

問
合
せ
先　

国
保
年
金
課
☎
０

７
２
・
４
３
３
・
７
２
７
３
、

大
阪
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域

連
合
☎
06
・
４
７
９
０
・
２
０

３
１

　
国
民
年
金
保
険
料

◆
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

納
付

　

年
金
事
務
所
へ
事
前

に
申
込
み
が
必
要
で
す
。

ご
予
約
の
上
お
越
し
く

だ
さ
い
。

　

２
年
前
納
、
1
年
前

納
、
６
カ
月
前
納
上
期

(

４
月
～
９
月
分)

は
２

月
末
ま
で
、
６
カ
月
前

納
下
期(

10
月
～
翌
年
３
月

分)

は
８
月
末
ま
で
に
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
カ
ー
ド
で
の
前

納
の
割
引
額
は
現
金
で
納

付
す
る
場
合
と
同
じ
で
す
。

申
込
・
問
合
せ
先　

貝
塚

年
金
事
務
所
☎
０
７
２
・

４
３
１
・
１
１
２
２
、
予

約
受
付
専
用
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
05
・
４
８

９
０

◆
確
定
申
告
に
は
「
社
会

保
険
料(

国
民
年
金
保
険

料)

控
除
証
明
書
」
の
添
付

が
必
要

　

平
成
31
年
１
月
～
令
和

元
年
12
月
ま
で
に
納
め
た

国
民
年
金
保
険
料
は
、
そ

の
全
額
が
令
和
元
年
の
所

得
か
ら
控
除
さ
れ
ま
す
。

こ
の
控
除
を
受
け
る
に
は
、

「
社
会
保
険
料(

国
民
年
金

保
険
料)

控
除
証
明
書
」
な

ど
の
添
付
が
必
要
で
す
。

　

日
本
年
金
機
構
か
ら
11

月
上
旬
に
控
除
証
明
書
を

送
付
し
て
い
ま
す
が
、
10

月
以
降
に
初
め
て
保
険
料

を
納
付
し
た
か
た
に
は
２

月
上
旬
に
送
付
し
ま
す
。

問
合
せ
先　

ね
ん
き
ん
加

入
者
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７

０
・
０
０
３
・
０
０
４
、

貝
塚
年
金
事
務
所
☎
０
７

２
・
４
３
１
・
１
１
２
２

貝塚市医師会
☎072－423－4130

　腎臓は、血液中の老廃物
を取り除いたり、水分や電
解質のバランスをコント
ロールするなどの重要な役
割を担っています。その腎
臓の働きが正常の約10％以
下に低下した病気が末期腎
不全です。わが国の対人口
100万人当たりの患者数は約
2600人で、全国で33万人を超
え、そのうち65歳を超える
高齢者が64％に達していま
す。
　末期腎不全の原因として
は、糖尿病性腎症・慢性糸
球体腎炎・腎硬化症が上位
を占めています。特に糖尿
病性腎症は年々増加し、

2010年からは原因の１位と
なっています。
　治療法は、血液透析・腹
膜透析・腎移植がありま
す。わが国では血液透治療
が主体で、約50年前より開
始され、着実に進歩して予
後も改善されています。し
かし、週３回・１回４時間
の治療を継続しなければな
りません。
　末期腎不全にならないた
めには早い時期からの治療
が必要です。初期ではほと
んど自覚症状もありませ
ん。大丈夫と思っても定期
的な健康診断は必ず受ける
ようにしてください。

末期腎不全について

   
検
診

　

詳
し
く
は
、
年
間
保
存
版

「
保
健
だ
よ
り
」
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

◆
胃
・
肺
・
大
腸
が
ん
・
結

核
検
診

日
時　

２
月
20
日(

木)

・
３

月
２
日(

月)

午
前

◆
乳
が
ん
・
骨
粗
し
ょ
う
症

検
診

日
時　

２
月
21
日(

金)

午
後

◆
乳
が
ん
・
子
宮
が
ん
検
診

日
時　

３
月
４
日(

水)

・
26

日(

木)

午
後

※

３
月
４
日
は
保
育
あ
り

(

就
学
前
の
み
、
要
申
込)

◆
い
ず
れ
も

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁

舎申
込　

電
話
・
窓
口
・
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
。
申
込
多
数

の
場
合
は
先
着
順

※
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
か

た
・
生
活
保
護
受
給
者
は
、

事
前
申
請
に
よ
り
無
料
。

　
　

健
康
相
談

日
時　

３
月
４
日(

水)

午
後

１
時
30
分
～
３
時

場
所　

保
健
・
福
祉
合
同
庁

舎内
容　

血
圧
・
体
重
・
体
脂

肪
率
・
体
内
年
齢
な
ど
の
測

定
と
尿
検
査(

申
込
不
要)

　

禁
煙
相
談
、
栄
養
相
談
は

要
申
込
。

 

今
年
度
の
妊
婦
・
成
人

 

歯
科
健
康
診
査
は

 

２
月
末
で
終
了

　　

歯
科
医
院
に
申
込
の
上
、

保
険
証
な
ど
市
民
で
あ
る
こ

と
を
証
明
で
き
る
も
の(

妊

婦
は
無
料
受
診
券)

を
持
参
し

て
く
だ
さ
い
。

場
所　

貝
塚
市
歯
科
医
師
会
会

員
の
歯
科
医
院

対
象　

妊
婦
ま
た
は
40
歳
以
上

の
か
た(

後
期
高
齢
者
歯
科
健

康
診
査
事
業
対
象
者
を
除
く)

内
容　

虫
歯
や
歯
肉
の
診
査

費
用　

無
料(

昨
年
５
月
か
ら

１
回
限
り)

　

高
齢
者
肺
炎
球
菌

　

予
防
接
種
３
月
末
ま
で

　

対
象
者
に
は
「
貝
塚
市
高
齢

者
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
接
種
対

象
者
通
知
書
」
を
昨
年
５
月
末

に
郵
送
し
て
い
ま
す
。

　

通
知
書
を
紛
失
し
た
か
た
・

昨
年
５
月
末
以
降
に
転
入
し
た

か
た
な
ど
は
お
問
合
せ
く
だ
さ

い
。

対
象　

接
種
日
に
市
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
次
の
①
ま
た
は
②

に
該
当
す
る
か
た
の
う
ち
、
過

去
に
一
度
も
肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ

ン
を
接
種(

自
費
接
種
を
含
む)

し
て
い
な
い
か
た

持
物　

接
種
対
象
者
通
知
書
、

費
用
２
０
０
０
円

※
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
か

た
・
生
活
保
護
受
給
者
は
、
事

前
申
請
に
よ
り
無
料

風
し
ん
抗
体
検
査
・

予
防
接
種
ク
ー
ポ
ン
券

有
効
期
間
は
３
月
末
ま
で

　

対
象
者
に
は
、
ク
ー
ポ
ン
券

を
昨
年
６
月
中
旬
に
郵
送
し
て

い
ま
す
。

　

ク
ー
ポ
ン
券
を
紛
失
し
た
か

た
・
昨
年
６
月
中
旬
以
降
に
転

入
し
た
か
た
な
ど
は
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

対
象　

市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、

昭
和
47
年
４
月
２
日
～
54
年
４

月
１
日
生
ま
れ
の
男
性

※

平
成
26
年
４
月
以
降
に
風
し

ん
抗
体
検
査
を
受
け
た
結
果
、

十
分
な
量
の
抗
体
が
あ
る
と
判

明
し
て
い
る
か
た
は
除
く

　

特
定
不
妊
治
療
費
用
助
成

　

市
で
は
、
子
ど
も
が
欲
し
い

と
望
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
子
ど
も
に
恵
ま
れ
な
い
た

め
、
特
定
不
妊
治
療(

体
外
受

精
や
顕
微
授
精)

を
受
け
て
い

る
か
た
で
、
一
定
の
条
件
を
満

た
す
場
合
、
治
療
費
用
の
一
部

を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す

る
か
た

①
大
阪
府
の
不
妊
に
悩
む
か
た

へ
の
特
定
治
療
支
援
事
業
の
承

認
を
受
け
て
い
る
こ
と

②
法
律
上
婚
姻
を
し
て
い
る
夫

婦
で
、
治
療
終
了
日
か
ら
助
成

金
申
請
日
ま
で
の
間
、
夫
婦
の

双
方
が
継
続
し
て
貝
塚
市
に
居

住
し
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ

れ
て
い
る
こ
と

助
成
額　

助
成
対
象
と
な
る
自

己
負
担
額
か
ら
大
阪
府
の
助
成

金
を
差
し
引
い
た
金
額(

上
限

年
間
８
万
円)

地
域
保
健
対
策

推
進
協
議
会
委
員
募
集

　

市
民
の
健
康
づ
く
り
の
方
策

を
審
議
す
る
協
議
会
の
委
員
を

申
込
・
申
請
・
問
合
せ
先

　

健
康
推
進
課

　
☎
０
７
２
・

　

４
３
３
・
７
０
０
０

昭和29年４月２日～30年４月１日生まれ
昭和24年４月２日～25年４月１日生まれ
昭和19年４月２日～20年４月１日生まれ
昭和14年４月２日～15年４月１日生まれ
昭和９年４月２日～10年４月１日生まれ
昭和４年４月２日～５年４月１日生まれ
大正13年４月２日～14年４月１日生まれ
大正９年４月１日以前生まれ

接種日に60～64歳で、心臓・じん臓・呼吸器の機能に自
己の身辺の日常生活が極度に制限される程度の障害があ
るかたおよび、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に
日常生活がほとんど不可能な程度の障害があるかた

①

②

募
集
し
ま
す
。

対
象　

市
内
在
住
で
市
に
住
民

登
録
が
あ
る
20
歳
以
上
の
か
た

定
員　

２
人(

書
類
選
考)

任
期　

令
和
２
年
４
月
～
４
年

３
月

内
容　

任
期
中
２
～
３
回
開
催

さ
れ
る
協
議
会
に
参
加(

１
回

２
時
間
程
度)

募
集
期
間　

２
月
５
日(

水)

～

26
日(

水)

応
募
方
法　

所
定
の
応
募
用
紙

(
健
康
推
進
課
で
配
付
、
ま
た

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可)

と
、
「
今
後
の
貝

塚
市
の
健
康
づ
く
り
」
を
テ
ー

マ
に
し
た
１
２
０
０
字
以
内
の

論
文
を
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
Ｅ

メ
ー
ル
・
郵
送
・
持
参
で
。

応
募
・
問
合
せ
先　

〒
５
９
７

‐
０
０
７
２　

畠
中
１
‐
18
‐

８　

健
康
推
進
課
☎
０
７
２
・

４
３
３
・
７
０
０
０
、
FAX
０
７

２
・
４
３
３
・
７
０
０
５
、
Ｅ

メ
ー
ルkensui@city.kaizuka.

lg.jp

泉
州
北
部
小
児
初
期
救
急

広
域
セ
ン
タ
ー

受
付
事
務
職
員
募
集

勤
務
日　

土
・
日
・
祝
日
・
年

末
年
始

勤
務
時
間　

土
曜：

午
後
４
時

30
分
～
10
時
30
分
、
日
曜
・
祝

日
・
年
末
年
始：

午
前
８
時
30

分
～
午
後
４
時
30
分
ま
た
は
午

後
４
時
30
分
～
10
時
30
分

※
月
４
回
以
上
・
ゴ
ー
ル
デ
ン

ウ
ィ
ー
ク
と
年
末
年
始
に
勤
務

で
き
る
か
た

事
務
内
容　

①
診
療
所
の
患
者

受
付
事
務
な
ど
②
診
療
報
酬
計

算
事
務
な
ど

報
酬　

①
時
給
１
１
５
０
円
～

②
時
給
１
４
５
０
円
～(

時
間

外
勤
務
・
夜
間
・
年
末
年
始
手

当
な
ど
あ
り)

募
集
人
数　

４
人
程
度

申
込
・
問
合
せ
先　

泉
州
北
部

小
児
初
期
救
急
医
療
協
議
会

(

岸
和
田
市
立
保
健
セ
ン
タ
ー

内)

☎
０
７
２
・
４
２
３
・
８

８
９
９(

平
日
午
前
９
時
～
午

後
４
時
30
分)


